
学校法人に対する経営指導の充実

④ 法人自らの経営努力等により経営指導強化指標に該当しなくなる等一定の経営改善が図られた場合には、
きめ細かい集中的な指導の対象から除き、必要なフォローアップ等指導の扱いを変更

経営指導強化指標をはじめ、

経営判断指標、定員充足状況等勘
案し、学校法人運営調査委員会で
決定

・教学面、管理運営面、財務面のチェック
・実地調査
⇒必要な指導・助言、通知

② 学校法人運営調査対象法人

一部法人

③ 経営の指導を行う法人

・経営改善計画の作成・提出を求め、経営改善の進捗状況を把握
・学校法人運営調査委員等によるヒアリングの実施
⇒経営改善の着実な実施に向けた指導・助言、通知

⑤ 文科省から学校法人に対する通知に、以下の内容を盛り込む。

・経営改善実績が上がっていないことや支払不能（資金ショート）、債務超過、組織廃止に必要な
資産不足に陥るリスクがあること
・必要と考えられる見直し内容を示して、経営上の判断をすること（部局の募集停止、
設置校の廃止、法人解散等も含む）

・対応方策の方向性について、財務諸表や事業報告書等に明記すること
・今後、各学校法人が公開した内容を文科省が公表する予定があること

経営判断指標の悪化状況、経営指導強化指標への該当状況、今後の経営改善に
向けた取組の状況等を総合的に勘案した上で、学校法人運営調査委員会において経
営基盤の安定確保が必要とされた場合

・中でも、経営指導強化指標に該当した法人

・経営指導強化指標に該当しなくても個別の状況を勘案し、経営指導強化指標
該当法人と同様の指導が必要と学校法人運営調査委員会で判断する法人

① 経営指導強化指標の設定

経営悪化傾向にはあるものの直ちに適切な
経営改善に取り組めば改善の余地があると
いう目安
・「運用資産－外部負債」がマイナス
・経常収支差額が3か年マイナス

3年程度を目安に経営改善実績を上げるように、上記の取組をきめ細かく集中的に指導
⇒経営改善の着実な実施に向けた指導・助言、通知

以下の事項が学校法人運営調査委員会で確認された場合

・経営改善の実績が上がらなかった
・支払不能（資金ショート）又は債務超過に陥るリスク有

・経営難の原因となっている組織の廃止に必要な額を試算の上、
法人の有する資産がその額を下回るリスク有

⑥
・該当学校法人において財務諸表や事業報告書等を公表
・学校法人が公開した対応方策の方向について文科省がまとめて公表

⇒組織の見直し等について指導、在学生の教育継続方策についてフォロー

新しい要素の部分

財
務
状
況
の
悪
化
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向

措置命令や解散命令等の対象となり得る
ような事態に至っている場合
措置命令や解散命令等の対象となり得る
ような事態に至っている場合

報告及び立入検査報告及び立入検査

私学法63条

法令違反、所轄庁の処分違反、寄附行為
違反、運営の著しい不適正が認められる
場合

法令違反、所轄庁の処分違反、寄附行為
違反、運営の著しい不適正が認められる
場合

大学設置・学校法人審議会の意見を聴い
た上で、募集停止を含めた措置命令
大学設置・学校法人審議会の意見を聴い
た上で、募集停止を含めた措置命令

私学法60条

措置命令に従わない場合措置命令に従わない場合

役員の解任勧告役員の解任勧告

私学法60条

措置命令に従わず、法令違反の状態が
継続し、他の方法でも監督目的が達成で
きない場合

措置命令に従わず、法令違反の状態が
継続し、他の方法でも監督目的が達成で
きない場合

解散命令解散命令

私学法62条


